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男女共同参画社会実現に
向けた啓発

●情報誌の発行
●ＦＭ放送、ＨＰによる啓発
●講座・講演会・イベントの開催
●啓発用グッズの配布

ＤＶの認識と理解の促進
●講座・シンポジウムの開催
●情報誌、自治区回覧によるＰＲ

今後の方向性

社
会
全
体

報告書の詳細はキラッ☆とよたでご覧いただけます。

※各グラフの合計値は四捨五入により100％にならない場合があります。
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●加害者向けの啓発活動のさらなる
　推進

●相談日拡充など相談体制の充実
●加害者教育・加害者カウンセリング
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相談窓口の周知・充実

●電話相談の実施
●広報等による相談窓口のＰＲ

被害者の保護・自立支援

●緊急一時保護施設の確保
●関係機関との連携
●県や他市町村との広域連携

加害者の意識改革
●講座・研修会の開催

加害者の更生
●電話相談の実施

被
害
者

加
害
者

●男女共同参画社会実現に向けたさ
らなる啓発活動の推進

●学校教育など若年層に対する人権
教育の推進

●高齢者、男性など対象を明確にした
意識改革

●相談日拡充など相談体制の充実
●ＤＶに特化した相談機能の設置
●専門相談の開設

●住宅確保、生活基盤の確立、就労、
　こどもの就学など被害者の自立に
　向けた支援
●民間支援団体への支援
●支援者の育成
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ＤＶのない社会をつくるために 豊田市の取組

ドメスティ
ック・バイオ

レンス
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　DV（ドメスティック・バイオレンス）とは、配偶者（事実婚、別居を含む）やパートナーなど親密な関係にある、又はあった人から振るわ
れる暴力のことをいいます。DVには、殴る、蹴るなどの身体的暴力だけではなく、大声でどなるなどの精神的暴力、生活費を渡さない
などの経済的暴力、性行為を強要するなどの性的暴力が含まれます。
　DVが自分の周りでは起きていないからといって自分には関係ないことと思っていませんか？DVは家庭という閉鎖的な環境で行な
われ被害が潜在化しやすい特性があります。これは当事者間だけの問題として捉えるのではなく、女性の人権軽視や男性優位といった
ジェンダー意識からくる社会全体の問題として捉えるべき人権侵害で、どのような事情があっても許されるものではありません。
豊田市では、市民のジェンダー意識や暴力に対する認識ならびに暴力の被害や相談の実態を把握することにより今後の本市の取組
に反映するためにアンケート調査を実施しました。警察庁統計によると、平成18年の配偶者間（内縁関係も含む）における殺人、傷害、
暴行事件の検挙件数の93％は女性が被害者となっていることから、本調査では男性から女性への暴力に限定して調査を行ないました。

　下の図は「男女のあり方に関する考え方」を聞いたものです。どの考え方においても男性の方が同感という傾向が強く、固定的な性別
役割分業意識あるいはジェンダー（社会的・文化的につくられた性差）意識にとらわれがちであることがわかります。特に「男は仕事、女は
家庭」という考え方では、女性は「同感」あるいは「どちらかといえば同感」と回答した人が半数以下ですが、男性では6割が同感しています。
　また、「妻は夫の言うことに従う」という考え方では、女性の7割が「反対」あるいは「どちらかといえば反対」と回答していますが、
男性では「妻は夫の言うことに従う」と考えている男性が半数を占めています。このような男性優位の考え方は、男性が女性を支配の
対象と見ることにもつながり、力による支配を許容しかねません。

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）とは

自分には関係ないと思っていませんか？

■配布対象 ： 20歳以上の男女各1,500人の市民を無作為抽出　■回 収 数 ： 女性648人（回収率43.2％）、男性487人（回収率32.5％）
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男女のあり方に関する考え方

男性と女性では、男女のあり方に関する考え方が違います。

暴力の形態は様々です

平手で打つ、足で
蹴る、身体を傷つ
ける可能性のある
物でなぐる、物をな
げつける  など

大声でどなる、「誰
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いやがっているの
に性的な行為を強
要する、避妊に協
力しない  など

暴力としての認識

　どのような行為が暴力として認識されているのかを見てみましょう。さまざまな行為に
ついて暴力にあたるかどうかをお聞きしました。「どんな場合も暴力にあたると思う」と回
答した人の割合は、身体的暴力、性的暴力、精神的暴力、経済的暴力の順に高くなってい
ます。「身体を傷つける可能性のある物でなぐる」といった身体を傷つける行為について
は、ほとんどの人が暴力として認識していますが、精神的暴力や経済的暴力など身体を直
接傷つけないような行為はあまり暴力として捉えられていません。身体を傷つける行為
だけが暴力ではありません。心を傷つける行為も暴力なのです。

身体を傷つける行為だけが暴力ではありません。

　パートナーに暴力を振るった経験のある男性には、自分の行為が暴力であるという自覚があるのでしょうか。暴力の加害状況と暴力
としての認識の関係について見てみましょう。
　暴力を振るった経験が「何度もある」と回答している男性は、それぞれの行為を「暴力にあたると思わない」と回答する割合が高く
なっています。このように、ＤＶ行為を暴力として認識していない人ほど、暴力を振るう傾向があります。ＤＶをなくすためには、ＤＶに
ついての正しい理解を促進していくことが大切です。

暴力を振るう男性には、加害者意識がありません。

■暴力としての認識

■ＤＶ加害の実態と暴力としての認識
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DVの認識 DVの加害実態
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暴力を振るった経験が何度もある男性はそれぞれの行為を暴力にあたると思わない割合が高い！ 単位 ： ％0 20 40 60 80 100

妻は夫の言うことに従う

就学前の子どもは父親より
母親が面をみる

女性は仕事を持っても
家事・育児もきちんとする

男は「男らしく」
女は「女らしく」

 「男は仕事、女は家庭」
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■男女のありかたに関する基本的な考え方
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6割が賛成！賛成は半分以下

反対は7割 半分は賛成



豊田市にはＤＶについて相談できる窓口があります。

　ＤＶ被害にあっている人はどのくらいいるのでしょうか。暴力を受けた経験をお聞きしたところ、
豊田市では、３人に１人が身体的暴力を受けていました。精神的暴力・経済的暴力を受けたことがある人
は５人に１人で、性的暴力を受けたことがある人は４人に１人です。これは、全国平均よりも高い割合です。
　また、被害者の多くは複数の暴力を受けており、精神的に相当なダメージを受けていると想像され
ます。ＤＶ被害者を精神面で支援していくことが必要です。

　ＤＶ被害者の４割が、パートナーと別れたくても別れられない状況にあります。別れたくても別れら
れなかった理由としては、「子どものためにと思った」や「経済的な不安があった」との回答が多く見ら
れます。
　経済的な事情のために加害者から別れられず、日々、ＤＶの恐怖にさらされている人を救うために、
ＤＶ被害者に対する経済的な支援が必要です。

ＤＶ被害の状況 ＤＶ被害の相談状況

豊田市に住む女性の３人に１人がＤＶを受けたことがあります。
　ＤＶ被害者の６割が、DVについて誰にも相談していません。ＤＶについて相談しない理由をみると、「相談するほどではないと
思ったから」「自分が悪いと思ったから」「自分さえがまんすればと思ったから」との回答が多く見受けられます。
　暴力の責任は加害者側にあります。相談するのは勇気がいることですが、誰もが暴力を受けずに安心・安全に暮らす権利を
もっています。暴力に悩んでいるのなら、まずは身近な相談窓口に相談してください。

ＤＶ被害者の６割が誰にも相談していません。「自分が悪い」と考えず、まず相談して下さい！

ＤＶ被害者の４割がパートナーと別れたくても別れられずにいます。

◎女性のための電話相談室クローバーコール 〈専用電話 ： 0565-33-9680〉
豊田市が運営する、悩みや問題を抱えた女性のための無料電話相談室です。
専門の女性相談員が問題解決の支援を行っています。
相談時間は、火曜、木曜、土曜日の10時～16時と、金曜日の13時～19時です。

◎県女性相談センター豊田加茂駐在室 〈専用電話 ： 0565-33-0294〉
県の配偶者暴力相談支援センターの支部です。
相談や、カウンセリング、被害者が自立して生活していくための情報提供などを行っています。
相談時間は、月～金の10時～17時です。予約をすれば面接相談も可能です。

＊県女性相談センター〈専用電話 ： 052-913-3300〉 相談時間 ： 月～金 ９時～２１時）

◆市民相談課　（電話番号 0565-34-6626）
◆豊田警察署　（電話番号 0565-35-0110）
◆足助警察署　（電話番号 0565-62-0110）

豊田市は
全国平均より高い
割合で暴力を
受けています！

クローバー
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豊田市女性（n=648）
■ＤＶ被害の実態 ■ＤＶに関する相談の有無 ■相談しない理由

■ＤＶ被害を受けた後の関係 ■別れたくても別れなかった理由
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４割が別れたくても別れていない！

６割が誰にも相談していない！



ＤＶ被害者を守る法律があります。

　ＤＶは、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、被害者の多くは女性であることから男女平等の実現の妨げになっていま
す。このような状況を改善し人権の擁護と男女平等の実現を図るために、2001年４月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保
護に関する法律」が制定され、国や地方公共団体による配偶者からの暴力根絶に向けた取組や被害者保護に関する取組が行われて
います。

①面会の要求
②行動の監視に関する事項を告げること
③著しく粗野・乱暴な言動
④無言電話、連続しての電話・ファクシミリ・電子メール 
　（緊急やむを得ない場合を除く。）
⑤夜間（午後10時～午前6時）の電話・ファクシミリ・
　電子メール（緊急やむを得ない場合を除く。）

⑥汚物・動物の死体等の著しく不快又は嫌悪の情を
　催させる物の送付等
⑦名誉を害する事項を告げること等
⑧性的羞恥心を害する事項を告げること等又は
　性的羞恥心を害する文書・図画の送付等

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（DV防止法）とは？
保護命令制度が被害者を守ります！

被害者が配偶者からの更なる身体に対する暴力により、
その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに
加害者に対し裁判所が出す命令です。

女性に対する暴力根絶の
ためのシンボルマーク

被害者に対する以下のいずれの行為も禁止されます！

被害者と同居している未成年の子どもや、
被害者の親族等についても接近禁止命令
の対象になります！

接近禁止命令

退去命令

被害者の身辺へのつきまといなどが6ヶ月間禁止されます。

住居からの2ヶ月間の退去が命じられ、
住居付近のはいかいが禁止されます。

6

■支援の一般的な流れ

相談したい

警察

身近な相談機関

配偶者暴力相談支援
センター
〈女性相談センター〉

加害者がいない
ところに逃れたい

一時保護

加害者
加害者を引き離して
ほしい

申込書の
作成 地方裁判所

＊相談先は４ページをご覧ください。

＊民間シェルター
  等への委託を
  含む

身体に対する暴力または生命等に
対する脅迫を受けた場合に限る

配偶者暴力支援センターや
警察に相談した場合は、
その旨を記載

命令に違反すれば、
一年以下の懲役又は
百万円以下の罰金

配偶者暴力相談
支援センター

都道府県に必ず１つ設置され、
市町村には設置が

努力義務になっています。

生命・身体に対する
脅迫を受けた被害者も
保護命令の申立てが

できます！

暴
力
を
受
け
た

保護命令

　暴力は対等な人間関係のもとでは起こりません。一般に、男性から女性への暴力の背景には、社会的・文化的につくられた性差、
すなわちジェンダー意識が関係していると言われています。ジェンダー意識は、「男は仕事、女は家庭」や妻は夫の言うことに従うの
が当たり前という性別役割分業意識や男性優位の考えに基づいています。下の図は、それぞれの行為を「どんな場合も暴力
にあたる」と回答した人の割合をジェンダー意識にとらわれている人ととらわれていない人で比較したものです。全体的にジェン
ダー意識にとらわれていない人はとらわれている人よりもそれぞれの行為がどんな場合も暴力にあたると考えていることがわかり
ます。逆に言えば、ジェンダー意識にとらわれている人は暴力としての認識度が低い傾向があります。前半で、ＤＶを暴力として
認識していない人ほど暴力を振るう傾向があることをみましたが、ジェンダー意識にとらわれている人ほど暴力の認識度が低く、
夫婦間あるいは恋人間ならば、暴力を振るったとしてもＤＶにはあたらないと考える傾向があります。
　ＤＶのない社会を作るには、固定的な性別役割分業意識を見直すと共に、ＤＶについての正しい理解を促進していくことが大切です。

　女性、男性共に７割が、ＤＶをなくすためには「人権
や男女平等に関する教育」が必要と考えています。
特に、継続的にＤＶを受けている女性は、教育や
広報・啓発活動により、社会に根深いジェンダー意識
を変える必要性を強く感じています。

 ＤＶをなくすために

固定的な性別役割分業意識の見直しと、ＤＶに関する正しい理解を促進することが必要です。

人権や男女平等の理念に基づく学校教育が必要です。

5

■ジェンダー意識と暴力としての認識

■ＤＶをなくすために必要なこと

「妻は夫の言うことに従う」に賛成（男性n=242）
「妻は夫の言うことに従う」に反対（男性n=229）

0 10 20 30 40 50 60 70 80（％）

「妻は夫の言うことに従う」に賛成（女性n=151）
「妻は夫の言うことに従う」に反対（女性n=463）

0 10 20 30 40 50 60 70 80

いやがっているのに性的な行為を強要する

職についたり続けることに反対する

生活費を渡さない

人の前で馬鹿にしたり命令口調でものを言う

大声でどなる

「誰のおかげで生活できるんだ」などとののしる

なぐるふりや物をなげつけるふりをしておどす

 平手で打つ

（％）
 52.3

60.5

59.6

68.3

68.9

74.5

49.0

57.5

48.3
60.0

62.3

72.8

21.9
28.5

64.2

76.9

57.9
66.8

57.4

73.8

52.9

73.8

34.7

48.5

43.8
63.3

59.5

68.6

14.0
29.3

57.9
76.0

女性（n=648） 男性（n=487）

0 10 20 30 40 50 60 70 80

不明

その他

暴力を助長するような
情報の取締

メディアを活用した
広報・啓発活動

警察の介入の強化

被害者へのカウンセリング

暴力をふるったものへの教育

加害者への罰則強化

加害者へのカウンセリング

 人権や男女平等に関する教育

（％）

51.9
 41.1

45.8

37.7
30.8

37.5
26.3

36.3
30.8

34.7
36.8

34.7
30.0

9.4

2.5
3.7

40.5

73.0
71.9

6.0

「どんな場合も暴力にあたる」と回答した割合

ジェンダー意識にとらわれている人

ジェンダー意識に
とらわれている人
の方が、暴力として
の認識度が低い

ジェンダー意識にとらわれていない人



平成19年度 女性への暴力に関する意識と実態調査報告書 【概要版】

〒471-0034 愛知県豊田市小坂本町1-25 豊田産業文化センター2階（月曜休館）
ＴＥＬ.0565-31-7780　ＦＡＸ.0565-31-3270
Eメール  clover@city.toyota.aichi.jp　ＵＲＬ  http://www.hm4.aitai.ne.jp/̃clover/

現在の取組（クローバープラン）

人
権
の
正
し
い
理
解
と
促
進

男女共同参画社会実現に
向けた啓発

●情報誌の発行
●ＦＭ放送、ＨＰによる啓発
●講座・講演会・イベントの開催
●啓発用グッズの配布

ＤＶの認識と理解の促進
●講座・シンポジウムの開催
●情報誌、自治区回覧によるＰＲ

今後の方向性

社
会
全
体

報告書の詳細はキラッ☆とよたでご覧いただけます。

※各グラフの合計値は四捨五入により100％にならない場合があります。

平成20年3月発行

●加害者向けの啓発活動のさらなる
　推進

●相談日拡充など相談体制の充実
●加害者教育・加害者カウンセリング

人
権
侵
害
の
解
消
／
Ｄ
Ｖ
対
策
の
促
進

相談窓口の周知・充実

●電話相談の実施
●広報等による相談窓口のＰＲ

被害者の保護・自立支援

●緊急一時保護施設の確保
●関係機関との連携
●県や他市町村との広域連携

加害者の意識改革
●講座・研修会の開催

加害者の更生
●電話相談の実施

被
害
者

加
害
者

●男女共同参画社会実現に向けたさ
らなる啓発活動の推進

●学校教育など若年層に対する人権
教育の推進

●高齢者、男性など対象を明確にした
意識改革

●相談日拡充など相談体制の充実
●ＤＶに特化した相談機能の設置
●専門相談の開設

●住宅確保、生活基盤の確立、就労、
　こどもの就学など被害者の自立に
　向けた支援
●民間支援団体への支援
●支援者の育成

市
町
村
Ｄ
Ｖ
基
本
計
画
の
策
定

ＤＶのない社会をつくるために 豊田市の取組

ドメスティ
ック・バイオ

レンス

平成１９年度  女性への暴力に関する意識と実態調査報告書 概要版

のないのない
社会を社会をつつくくるためにるために
のない
社会をつくるために


